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社会福祉法人 聖隷福祉事業団 

 聖隷へルパーセンター浜松北指定生活支援訪問サービス運営規程 
 

（事業の目的） 

第１条  社会福祉法人聖隷福祉事業団（以下「事業者」という。）が開設する聖隷へ

ルパーセンター浜松北（以下「事業所」という。）が行う指定生活支援訪問サ

ービスの事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及

び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要支援状態にある高齢者

（以下「利用者」という。）に対し、利用者が住み慣れた地域での生活を継続

し、その有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができる

よう適正な指定生活支援訪問サービスを提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条  指定生活支援訪問サービスの提供に当たっては、事業所の従業者は、利用者

が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、

調理、洗濯、掃除等の家事の援助（以下「生活援助サービス」という。）を行

う事により、利用者の生活機能の維持または向上に努めるものとする。 

 ２   事業の実施に当たっては、市、他の第 1号事業サービス事業者その他の保健

医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との綿密な連携に努めるもの

とする。 

 

（事業の名称等） 

第３条  事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

    １. 名称  聖隷へルパーセンター浜松北 

    ２．所在地 静岡県浜松市浜名区細江町中川 7220-1  

 

（従業者の職種、員数及び職務の内容） 

第４条  事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

    １. 管理者         1名 

     管埋者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

     ２． 訪問サービス責任者   1名以上 

     訪問サービス責任者は、指定生活援助訪問サービスの利用申込みに係る調整、

訪問サービス従業者に対する指導及び訪問サービス計画の作成等を行う。 

      ３.  訪問サービス従業者  1名以上 

          訪問サービス従業者は生活支援訪問サービスの提供を行う。 

 ２  業務の状況に応じて、職員数は増減する。 
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（営業日及び営業時間） 

第５条  事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

   １. 受付時間 

            ・受 付 日；月曜日から金曜日 

           (国民の祝日および 12月 29日から 1月 3日を除く) 

            ・時   間；午前 8時 30分から午後 5時まで 

   ２. サービス提供 

            ・提 供 日；月曜日から金曜日 

           (国民の祝日および 12月 29日から 1月 3日を除く) 

       但し、上記以外の訪問は状況に応じて実施する。 

      ・提供時間；午前 8時 30分から午後 5時まで 

             但し、上記以外の時間は状況に応じて実施する。 

 

（指定生活支援訪問サービスの内容） 

第６条 指定生活支援訪問サービスの内容は、次に掲げるもののうち必要と認められ

るサービスを行うものとする。 

（1） 掃除 

（2） 洗濯 

（3） 調理 

（4） 買い物 

（5） その他日常生活の援助 

 

（利用料等） 

第７条 指定生活支援訪問サービスを提供した場合の利用料の額は、浜松市介護予

防・日常生活支援総合事業における指定事業者による第 1号事業に要する費

用の額の算定に関する基準を定める要綱（以下「費用基準額要綱」という。）

で定める額とし、利用者負担額は指定生活支援訪問サービスに係る費用基準

額から当該指定生活支援訪問サービス事業者に支払われる生活支援訪問サ

ービス費の額を控除して得た額とする。 

 ２   前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払いを受けるものとする。 

（1） 通常の事業の実施地域を超えて行う指定生活支援訪問サービスに要し

た交通費は、別途重要事項説明書に定める金額を徴収する。 

 ３   前項の費用の額に係るサービス提供に当たっては、あらかじめ、利用者又は

その家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明した上で支払い

に同意する旨の文書に署名を受けるものとする。 
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（通常の実施地域） 

第８条 通常の事業の実施地域は、浜松市中央区、浜名区の区域とする。 

 

（緊急時における対応方法） 

第９条 訪問サービス従業者は、指定生活支援訪問サービスの提供を行っているとき

に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに身元引受

人に連絡する等の必要な措置を講じるものとする 

 

（衛生管理等） 

第１０条 事業者は、訪問サービス従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な

管理を行うものとする。 

 ２   事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めるものと

する。 

 

（事故発生時の対応） 

第１１条 事業者は、利用者に対する指定生活支援訪問サービスの提供により事故が発

生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護

予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。 

 ２   事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録する

ものとする。 

 

（苦情処理等） 

第１２条 事業者は、提供した指定生活支援訪問サービスに係る利用者又はその家族か

らの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口

を設置するものとする。 

 ２   事業者は、前項の苦情等を受け付けた場合には、当該苦情等の内容について

記録するものとする。 

 

（虐待対応） 

第１３条 虐待の発生またはその再発を防止するため、委員会の設置、指針整備、研修

及び訓練の実施等必要な措置を講じる。 

 

（ハラスメント対応） 

第１４条 職場や訪問先でのハラスメントの発生または再発を防止するため、指針整備、

相談、対応体制の整備（当事者の保護含む）、マニュアル整備及び研修の実施

等必要な措置を講じる。 
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（事業継続計画） 

第１５条 感染や自然災害時にも事業継続し利用者に安定したサービス提供を行う 

ため、体制整備・研修や訓練の実施等必要な措置を講じる。 

 

(身体的拘束等対応) 

第１６条 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない 

場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

２  身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身 

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。 

 

 

（その他運営についての留意事項） 

第１７条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設ける 

ものとする。 

（1） 採用時研修 採用後 1ヶ月以内 

（2） 継続研修 年 1回以上 

 ２   従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の個人情報を保持する。退職

後も同様とする。 

 ３   この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理

者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

（付則） 

 この規程は、平成２９年４月 1日から実施する。 

        ２０１９年７月 1日  一部改訂 

       ２０２１年４月１日  一部改訂 

２０２４年１月１日  一部改訂 

２０２４年 4月１日  一部改訂 

 


